
平成２１年よ り 証券税制 が変わります『 』

１．上場株式等の配当金と譲渡益の税率が変わります
【 】上場株式等の配当金等

１年間に受け取る上場株式等の配当金等の合計額が の場合について１００万円以下 (注 )
き 、は、 され、合計額が の場合には税率１０％が適用 １００万円超の部分につ１ ０ ０万円超

されます。税率２０％が適用

年間１銘柄あたり１万円以下の配当金については、１００万円基準の算定対象外と(注 )

なります。

【 】上場株式等の譲渡益
５００万円以下 税率１０％１年間の上場株式等の譲渡益の合計額が の場合については、

が適用 ５００万円超の部分につき 、 税率 ２０％が適され、合計額が の場合には５００万円超

されます。用

２．上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みが導入されます
その年に譲渡損失が生じた場合又はその年の前年以前３年内の未控除の譲渡損失があ

、 （ ） 。る場合は 配当所得 申告分離課税選択 から控除することができることとなりました

ご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせ下さい。 井筒 一郎

正 確 な 経 理 は 健 全 経 営 の 第 一 歩
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